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１ はじめに 

地球温暖化や自然破壊によって地球環境の悪化が深刻化している近年において、豊か

な自然環境を守り持続可能な社会を構築するためには、国民が様々な機会を通じて環境

問題について学習し、自主的・積極的に環境保全活動に取り組んでいく必要があり、特

に 21 世紀を担う子供たちへの環境教育は極めて重要な意義を有しています。林野庁に

おいては、平成 28 年森林・林業基本計画の中で、「持続可能な社会の構築に果たす森林・

林業の役割や木材利用の意義に対する国民の理解と関心を高める取組を推進する」と明

記され、森林環境教育の充実を図ることの重要性が示されました。そのような中、秋田

県では、令和５年度に秋田県教育委員会が作成した「学校教育の指針」中の教育課題「持

続可能な社会の創り手を育成する環境教育の推進」において、森林や木材の利用につい

て学ぶことの重要性が明記されました。この指針には、小学校の「総合的な学習の時間」

を使った学習活動例として、「秋田杉をはじめとする森林の働きや木材の利用などにつ

いて、地域の人へのインタビューや、自然の中での体験活動を通じて情報を収集し、環

境保全や地域活性化の視点から発信や実践に取り組む学習活動」が挙げられており、こ

のような活動を通して持続可能な社会の創り手を育成する環境教育を推進していくこ

ととされました。このことは、小学校をはじめとした教育現場において、森林の働きや

木材の利用について学ぶことの重要性が認められたことを意味しています。 

  また、本指針には、環境教育の推進に係る取組事項として、「ESD（Education for 

Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）の視点を踏まえた環境教育の

推進」と「各教科等の目標や内容との関連付けが図られた環境教育の実施」の２つが挙

げられました。ESD の視点を踏まえた環境教育の推進については、平成 30 年度から技術

普及課と秋田森林管理署が共同で取り組んでおり、従来の一方的に知識を与えるだけの

活動から、知識の提供と体験活動をバランスよく組み合わせた活動へと改善し、児童の

知識や能力、態度の総合的な育成を図ってきました。一方、各教科等の目標や内容との

関連付けが図られた環境教育の実施については、これまで十分に取り組むことができて

いませんでした。そこで、本研究では、森林環境教育の更なる質的改善を図るために、

教科教育との関連が図られた活動メニューを考案することを目的として取り組むこと

としました。なお、本研究を進めるに当たっては、学校の教育方針や森林教室に対する

学校側の意見について把握することが不可欠であると考え、以前から森林教室を通して



付き合いがある秋田市内の小学校２校と連携して取り組むこととしました。 

 

２ 取組・研究方法 

（１）秋田森林管理署における森林環境教育の取組 

  ① 秋田市立中通小学校と連携した森林環境教育 

    中通小学校では、毎年、４学年を対象とした「環境美化活動」と５学年を対象と

した「林業体験学習」を実施しています。「環境美化活動」は、緑化活動を通じて児

童の豊かな心を育むとともに、木製プランターの使用を通じて木製品に親しむこと

を目的として平成 14 年度から実施しており、花苗の植栽体験と森林の役割に関す

る座学学習を行っています。22 回目となる令和５年度は、はじめに、昨年度１年間

屋外に展示されて汚れた木製プランターの表面を紙ヤスリで磨いて手入れする作業

を行い、木製品の再利用について説明しました。その後、植栽する４種類の花苗に

ついて名前の由来や開花期、花の形の特徴などについて説明し、自分たちで手入れ

したプランターに植栽してもらいました（写真１）。また、座学学習では、災害を防

ぐ働きや地球温暖化の防止に貢献する働きをはじめとした森林の役割について、ク

イズを交えて説明しました。 

一方、「林業体験学習」は、林業体験を通して森林の役割とそれを守る人たちの努

力について考えることを目的として、公益社団法人秋田県緑化推進委員会と秋田県

森の案内人協議会との共催で平成６年度から実施しており、林業体験（植樹体験ま

たは下刈体験）と森林散策を行っています。年度によって活動場所が異なるため、

活動内容も年度により異なりますが、近年では、当署管内の国有林（スギ造林地）

で下刈体験を行った後、付近の森林内を散策し、植物の名前の由来や特徴など、そ

の場に生育している様々な植物の特徴等について説明しています（写真２）。なお、

30 回目となる令和５年度については、悪天候のため、小学校構内で木工体験を中心

とした森林教室を実施しました。 

写真１ 令和５年度に実施した「環境美化活動」の様子 

写真２ 令和４年度に実施した「林業体験学習」の様子 



② 秋田市立旭川小学校と連携した森林環境教育 

旭川小学校では、森林保全の仕組みに関する森林教室を通して旭川地域の自然の

素晴らしさや森林の重要性について理解を深めることを目的として、平成 27 年度

から５学年を対象とした森林教室「森の学校」を実施しています。この森林教室は

秋田市太平山自然学習センターまんたらめで実施しており、９回目となる令和５年

度は、森林の役割に関する座学学習、丸太切り体験及び種子の模型作りの３つのメ

ニューを行いました（写真３）。森林の役割に関する座学学習では、森林の働きや管

理の仕方、木材利用についてクイズを交えて説明しました。また、丸太切り体験で

は、昔使用されていた大きいノコギリや現代のチェーンソーを見せたり触らせたり

しながら木を切る道具の進化について説明した後、実際にノコギリを使って丸太切

りを体験してもらいました。さらに、種子の模型作りでは、様々な樹木の種子の形

や大きさ、運ばれ方に関する座学学習を行った後、種子の模型を作成し、飛び方の

観察を行いました。 

写真３ 令和５年度に実施した「森の学校」の様子 

 

（２）研究方法 

  ① 教職員を対象としたアンケート調査 

    小学校における森林・林業を題材と

した授業の実施状況について調べるた

めに、中通小学校及び旭川小学校の全

教職員を対象としてアンケート調査を

実施しました。本調査は、学校全体の

教育活動を把握している管理職（校長・

教頭）及び教科教育を担当している教

職員に回答を依頼することとし、11 月

下旬から 12 月上旬にわたって各学校

を訪問し、森林教室を担当している教

職員に趣旨を説明して調査票を渡しま

した。回答期間は約３週間とし、12 月

下旬に調査票を回収した結果、中通小

学校では 12 名、旭川小学校では 18 名

分の回答が得られました（表１）。 

 

表１　アンケート調査対象者の概要

中通小学校 旭川小学校

管理職
*１ 2 2

１学年 1 2

２学年 2 1

３学年 2 1

４学年 1 2

５学年 1 2

６学年 1 3

その他
*２ 2 5

合計 12 18

　*１ 
校長及び教頭

　*２ 
特別支援学級、専科、教務、研究主任

回答者数（人）
役職・学年



  ② 森林教室を担当した教職員との意見交換 

    森林教室と教科教育との関連付け方について、11月下旬から12月上旬にわたり、

令和５年度に森林教室を担当した教職員と対面で意見交換を実施しました。意見交

換の際は、秋田県が作成した「学校教育の指針」やそれぞれの小学校で使用してい

る教科書、当局で作成した森林環境教育の取組事例をまとめた資料（図１）などを

持ち寄り、情報交換をしながら教科との関連が図られた森林教室の活動内容等につ

いて検討しました。 

図１ 東北森林管理局が作成した森林環境教育の取組事例集 

 

３ 結果 

（１）教職員を対象としたアンケート調査 

   森林・林業を題材とした授業の実施状況について中通小学校及び旭川小学校の全教

職員を対象としてアンケート調査を行った結果、小学校の教科教育において森林・林

業について学習することとされているのは５学年の社会科のみであることが分かりま

した。また、いずれの小学校においても、５学年の社会科で森林・林業について学習

する前に、総合的な学習の時間で当局署と連携した森林教室が実施され、児童に森林

や林業について興味を持ってもらう機会が設けられていました。さらに、旭川小学校

では、当局署と連携した森林教室の他に、２学年でボランティア団体と連携した木工

体験が実施されていることが明らかとなりました。 

   また、５学年の社会科については、２月～３月にかけて森林や林業をテーマとした

単元「わたしたちの生活と森林」について学習することとなっており、同単元の学習

内容は、「日本の森林の概要」「森林とわたしたちの生活との関わり」「白神山地」「林

業」「森林資源の利用」「森林の役割」「森林の保全」であることが分かりました。 

 

（２）森林教室を担当した教職員との意見交換 

   森林教室と教科教育との関連付け方について中通小学校及び旭川小学校の令和５年

度に森林教室を担当した教職員と意見交換を実施した結果、いずれの小学校において

も、「森林教室」と「社会科」との関連付けを図りたいという意見が得られました。森



林・林業に対する理解を増進させるためには、森林教室で学習した内容についてより

理解を深めるとともに、社会科の授業で森林・林業についてより効果的に教えること

が重要であると考えられますが、意見交換の結果、森林教室については単発なイベン

トになりがちであるため、事前学習に十分な時間を確保できない、また、社会科につ

いては、森林・林業について具体的なイメージを持つことができていない児童が多い、

という課題が挙げられました。 

 

４ 考察 

  学校側から挙げられた上記の課題を解決するために、教職員と相談しながら以下のと

おり３つの活動メニューを考案しました。 

（１）事前学習用教材の配布 

   森林教室の事前・事後学習の実施状況について先生方に聞き取りした結果、事後学

習ではまとまった時間を確保し、森林教室で学んだ内容を新聞やスライドなどにまと

めてクラス内で発表している一方で、事前学習では最適な教材が無いために、先生方

が森林教室の目的や活動内容について口頭で説明を行うだけに留まっており、充実し

た学習ができていないことが課題として挙げられました。そこで、事前学習について

は当局署が担当し、森林教室の内容に繋がるような問題や課題を示したワークシート

を配布して、子供たちに自分なりに考えてもらうきっかけを作る一方で、事後学習に

ついては学校が担当し、これまで通り「振り返りの時間」を設けるというように、当

局署と学校が連携して事前・事後学習を充実させていきたいと考えています。 

 

（２）動画を用いた学習 

   ５学年社会科の教科書には、「森林の木が木材になるまでの流れ」や「製材工場のよ

うす」をはじめとした森林や林業に関する写真が多く掲載されているので、実際に作

業の様子や使用されている機械などの動画を見せながら説明することによって、子供

たちは具体的なイメージをつかむことができ、より興味・関心を持つことができるの

ではないかと考えました。そこで、当署で実施している植付や下刈など各事業の動画

を撮影し、森林教室で活用していきたいと考えています。 

   また、先生方との意見交換の中で、授業では教科書と並行して動画教材も活用して

いるという情報が得られました。社会科では、はじめに教科書を用いて学習した後、

それに関連する動画を視聴することによって理解を深めており、例えば、自動車につ

いての授業では、自動車メーカーから提供された動画が活用されています。そのため、

当署で収集した動画を学校に提供することで、森林教室だけでなく、授業の中で活用

してもらうことも可能ではないかと考えています。 

 

（３）ゲストティーチャーの派遣 

   社会科の教科書には様々な分野で働く人の話が掲載されており、森林の役割につい

てまとめられたページには、「森林管理署職員の話」が掲載されています。そのため、

社会科の授業の中でゲストティーチャーとして学校を訪問し、現場のリアルな話を子

供たちに聞かせることができれば、森林・林業についてより効果的に教えることがで



きるのではないかと考えています。また、教科書には全国の事例が掲載されています

が、地元である秋田県の話を中心に紹介することによって、地域に根差した学習がで

きると考えています。 

 

５ 結論 

  これまで当局署では、教育関係機関と連携して ESD の視点を踏まえた森林環境教育の

推進に注力してきましたが、さらに学びの質を高めていくためには、教科教育との関連

が図られた森林環境教育を実施することが重要です。そこで、本研究では（１）事前学

習用教材の配布、（２）動画を用いた学習、（３）ゲストティーチャーの派遣、の３つの

活動メニューを考案しました。加えて、今後これらを実施していくに当たっては、現代

の学校教育で推進されている指導方法を取り入れることも、森林環境教育の質的改善を

目指す上で重要であると考えられます。現在、小学校をはじめとした教育現場では、ICT

を活用した教育が推進されており、タブレット端末を用いた授業が順次展開されていま

す。そこで、今後は森林環境教育においてもタブレット端末を活用することによって、

事前学習の教材、動画の送付及び Web 会議ツールを活用した林業で働く人へのインタビ

ューが可能になると考えています。以上のように、当局署では、森林環境教育を効果的・

効率的に実施することを目指して、ICT を活用した森林環境教育の実現に向けて取り組

むこととしています。 
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